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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  燃焼器（１０）であって、
ａ．燃焼チャンバ（２０）と、
ｂ．前記燃焼チャンバ（２０）の少なくとも一部分を円周方向に囲む内部壁（１６、１８
）であって外部表面（２２）及び長手方向中心線（２４）を形成する内部壁（１６、１８
）と、
ｃ．前記内部壁（１６、１８）の外部表面（２２）上に配置された複数のタービュレータ
（２８）と、
ｄ．前記内部壁（１６、１８）の少なくとも一部分を円周方向に囲むスリープ（３６）で
あって該スリーブ（３６）内に複数のアパーチャ（４４）を含んでいるとともに内部壁（
１６、１８）と該スリーブ（３６）との間にプレナム（４０）を形成するスリーブ（３６
）と、
ｅ．前記内部壁（１６、１８）の周りに位置しかつその少なくとも一部分の周りにベルマ
ウス形状（４２）を有する周辺部を形成した前記スリーブ（３６）の終端部（３８）と
を備え、
  前記スリーブ（３６）の前記終端部（３８）の形状により前記複数のタービュレータ（
２８）の所定の位置（３４）にわたり流体流れが選択的に導かれ、
  前記スリーブ（３６）の終端部（３８）の底面部分又は上面部分の周辺部が、該周辺部
の周りに連続ベルマウス形状（４２）を有する、
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燃焼器（１０）。
【請求項２】
  燃焼器（１０）であって、
ａ．燃焼チャンバ（２０）と、
ｂ．前記燃焼チャンバ（２０）の少なくとも一部分を円周方向に囲む内部壁（１６、１８
）であって外部表面（２２）及び長手方向中心線（２４）を形成する内部壁（１６、１８
）と、
ｃ．前記内部壁（１６、１８）の外部表面（２２）上に配置された複数のタービュレータ
（２８）と、
ｄ．前記内部壁（１６、１８）の少なくとも一部分を円周方向に囲むスリープ（３６）で
あって該スリーブ（３６）内に複数のアパーチャ（４４）を含んでいるとともに内部壁（
１６、１８）と該スリーブ（３６）との間にプレナム（４０）を形成するスリーブ（３６
）と、
ｅ．前記内部壁（１６、１８）の周りに位置しかつその少なくとも一部分の周りにベルマ
ウス形状（４２）を有する周辺部を形成した前記スリーブ（３６）の終端部（３８）と
を備え、
  前記スリーブ（３６）の前記終端部（３８）の形状により前記複数のタービュレータ（
２８）の所定の位置（３４）にわたり流体流れが選択的に導かれ、
  前記スリーブ（３６）の終端部（３８）の底面部分又は上面部分の一方のみが、連続ベ
ルマウス形状（４２）を有しており、前記スリーブ（３６）の終端部（３８）の底面部分
又は上面部分の他方が、連続ベルマウス形状（４２）を有していない、
燃焼器（１０）。
【請求項３】
  前記内部壁（１６、１８）が徐々に減少する外周を有する、請求項１または２に記載の
燃焼器（１０）。
【請求項４】
  前記内部壁（１６、１８）の外部表面（２２）上の所定の位置（３４）に前記複数のタ
ービュレータ（２８）のより高い集中配置をさらに含む、請求項１乃至請求項３のいずれ
か１項記載の燃焼器（１０）。
【請求項５】
  前記複数のタービュレータ（２８）が、前記内部壁（１６、１８）から延びかつ該内部
壁（１６、１８）からの遠位端に尖端部（３３）を有する段付き突出部（３０）を含む、
請求項１乃至請求項４のいずれか１項記載の燃焼器（１０）。
【請求項６】
  前記スリーブ（３６）の終端部（３８）が、前記内部壁（１６、１８）の長手方向中心
線（２４）に対して約４５°、約９０°又は約１３５°に整列している、請求項１乃至請
求項５のいずれか１項記載の燃焼器（１０）。
【請求項７】
　前記複数のタービュレータ（２８）が、前記長手方向中心線（２４）に対して傾斜して
配置された複数の板状の突出部（３０）を含む、請求項１乃至請求項６のいずれか１項記
載の燃焼器（１０）。
【請求項８】
  前記プレナム（４０）により、前記複数のタービュレータ（２８）の所定の位置（３４
）にわたり流体流れが選択的に導かれる、請求項１乃至請求項７のいずれか１項記載の燃
焼器（１０）。
【請求項９】
　前記スリープ（３６）が、前記複数のアパーチャ（４４）よりも前記長手方向中心線（
２４）の方向に長い寸法を持つ、細長い開口部（４６）を含み、該細長い開口部（４６）
が、前記所定の位置（３４）に前記流体流れを選択的に導く、請求項１乃至請求項８のい
ずれか１項記載の燃焼器（１０）。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、総括的には燃焼器を冷却するための装置及び方法に関連する。本発明の具体
的な実施形態は、燃焼器の外部表面上の所定の位置に配置されて該燃焼器からの熱伝達を
向上させる流れスリーブ及びタービュレータの組合せを含むことができる。
【背景技術】
【０００２】
　ガスタービンは、産業用発電運転において広く使用されている。一般的なガスタービン
は、前部における軸流圧縮機と、中間部の周りの１以上の燃焼器と、後部におけるタービ
ンとを含む。外気が圧縮機に流入し、圧縮機の回転ブレード及び固定ベーンは、作動流体
（空気）に徐々に運動エネルギーを与えて高エネルギー状態の加圧作動流体を生成する。
加圧作動流体は、圧縮機から流出しかつノズルを通って燃焼器内に流れ、燃焼器において
、加圧作動流体は燃料と混合されかつ点火されて、高い温度、圧力及び速度を有する燃焼
ガスを発生する。燃焼ガスはタービンに流れ、タービンにおいて、燃焼ガスが膨張して仕
事を産生する。例えば、タービン内における燃焼ガスの膨張は、発電機に連結されたシャ
フトを回転させて、電気を生成する。
【０００３】
　ガスタービンの熱力学的効率は作動温度つまり燃焼ガス温度が高くなるにつれて増大す
ることが、広く知られている。従って、産業界では、３０００°Ｆを超える燃焼ガス温度
が望ましくかつ極めて一般的である。しかしながら、燃焼器から燃焼ガスを送る従来型の
燃焼チャンバ及びトランジションピースは一般的に、約１５００°Ｆのオーダの最高温度
に約１００００時間ほぼ耐えることができる材料で製作される。従って、燃焼チャンバ及
び／又はトランジションピースに対して何らかの形態の冷却を行なって、それらを熱損傷
から保護することが望ましい。
【０００４】
　当技術分野では、燃焼チャンバに対して冷却を行なう様々な技術的方法が知られている
。例えば、本発明と同一の出願人の出願である米国特許第５７２４８１６号、米国特許第
７０１０９２１号及び米国特許第７３７３７７８号には各々、燃焼器及び／又は該燃焼器
のトランジションピースを冷却する様々な構造並びに方法が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許第７５９４４０１号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、燃焼器部品を冷却するための構造及び方法における継続的な改良は、有
用であると言える。
【０００７】
　本発明の態様及び利点は、以下において次の説明に記載しており、或いはそれら説明か
ら自明なものとして理解することができ、或いは本発明の実施により学ぶことができる。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一実施形態は、燃焼器であり、本燃焼器は、燃焼チャンバと、燃焼チャンバの
少なくとも一部分を円周方向に囲んだ内部壁とを有する。内部壁は、外部表面及び長手方
向中心線を形成する。複数のタービュレータが、内部壁の外部表面上に配置される。スリ
ーブが、内部壁の少なくとも一部分を円周方向に囲み、またスリーブは、内部壁及び該ス
リーブ間にプレナムを形成する。スリーブの終端部は、内部壁の周りに周辺部を形成し、
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また周辺部は、該周辺部の少なくとも一部分の周りにベルマウス形状を有する。
【０００９】
　本発明の別の実施形態は、燃焼器であり、本燃焼器は、燃焼チャンバと、燃焼チャンバ
の少なくとも一部分を円周方向に囲んだ内部壁とを有する。内部壁は、外部表面及び長手
方向中心線を形成する。複数のタービュレータが、内部壁の外部表面上に配置される。本
燃焼器はさらに、複数のタービュレータの所定の位置にわたり流体流れを選択的に導くた
めの手段を含む。
【００１０】
　本発明はまた、燃焼チャンバを冷却する方法を含むことができる。本方法は、燃焼チャ
ンバの外部表面に複数のタービュレータを設置するステップと、複数のタービュレータの
所定の位置にわたり流体流れを選択的に導くステップとを含む。
【００１１】
　本明細書を精査することにより、当業者には、そのような実施形態の特徴及び態様並び
にその他がより良好に理解されるであろう。
【００１２】
　添付図面の図を参照することを含む本明細書の以下の残り部分において、当業者に対す
る本発明の最良の形態を含む本発明の完全かつ有効な開示をより具体的に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態に係る燃焼器の簡略断面図。
【図２】本発明の一実施形態に係るトランジションピースの斜視図。
【図３】本発明の第２の実施形態に係るトランジションピースの断面斜視図。
【図４】本発明の第３の実施形態に係るトランジションピースの断面斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　次に、その１以上の実施例を添付図面に示している本発明の現時点での実施形態を詳細
に説明する。詳細な説明では、図面中の特徴要素を示すために参照符号及び文字表示を使
用している。本発明の同様な又は類似した部品を示すために、図面及び説明において同様
な又は類似した表示を使用している。
【００１５】
　各実施例は、本発明の限定ではなくて本発明の説明として示している。実際には、本発
明においてその技術的範囲及び技術思想から逸脱せずに修正及び変更を加えることができ
ることは、当業者には明らかであろう。例えば、一実施形態の一部として例示し又は説明
した特徴要素は、別の実施形態で使用してさらに別の実施形態を生成することができる。
従って、本発明は、そのような修正及び変更を特許請求の範囲及びその均等物の技術的範
囲内に属するものとして保護することを意図している。
【００１６】
　図１は、本発明の一実施形態に係る燃焼器１０の簡略断面図を示している。図示するよ
うに、燃焼器１０は一般的に、端部キャップ１４内に半径方向に配列された１以上のノズ
ル１２を含む。明瞭にするために、ノズル１２は、該ノズル１２のタイプ、構成又は内部
部品に関して全く詳細を示さない状態で円筒体として図に示している。本発明は、特許請
求の範囲に具体的に記載していない限りいかなる特定のノズルタイプ形状又は設計にも限
定されるものでないことは、当業者には容易に分かるであろう。
【００１７】
　ライナ１６及びトランジションピース１８は、端部キャップ１４の下流で燃焼チャンバ
２０を円周方向に囲む。ライナ１６及びトランジションピース１８は、外部表面２２を形
成し、また燃焼チャンバ２０を通る加圧作動流体又は空気の流れにおける長手方向中心線
２４を定める（形成する）。ライナ１６及びトランジションピース１８は、燃焼チャンバ
２０を円周方向に囲む単一の連続部品を含むことができる。それに代えて、図１の実施例
に示すように、ライナ１６及びトランジションピース１８は各々、シール２６によって接
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合された別個の内部壁を含み、その各々が燃焼チャンバ２０の少なくとも一部分を円周方
向に囲むようにすることができる。図の各々に示すように、内部壁１６、１８のいずれか
又は両方は、燃焼器１０から流出する燃焼ガスを集束させるか又は集中させる徐々に減少
する外周を有することができる。
【００１８】
　燃焼器１０はさらに、いずれか又は両方の内部壁１６、１８の外部表面２２上に複数の
タービュレータ２８を含む。タービュレータ２８は、内部壁１６、１８の１つ又は両方の
外部表面２２上に傾斜突出部又は嵌凹部を備え、加圧作動流体が内部壁１６、１８の外部
表面２２上を流れると該加圧作動流体の層流を崩壊させることができる。従って、タービ
ュレータ２８は、内部壁１６、１８の外部表面２２の有効表面積を増大させかつ加圧作動
流体内に渦流を生じさせることができる。外部表面２２上の層流の崩壊及び外部表面２２
の有効表面積の増大は両方とも、該外部表面２２上全体にわたる加圧作動流体の速度の渦
流成分を増加させて内部壁１６、１８にわたる熱伝達率を高めかつ該内部壁１６、１８の
冷却を可能にするのに役立つ。加えて、タービュレータ２８によって生じる加圧作動流体
内における乱流の増加は、その後の該加圧作動流体の燃料との混合を高めて燃焼チャンバ
２０内における燃焼を強化する。
【００１９】
　タービュレータ２８は、円形、矩形、三角形、台形、又はそれらのあらゆる組合せを含
む事実上あらゆるジオメトリ形状を有する、外部表面２２上の突出部或いは陥凹部とする
ことができる。タービュレータ２８は、当技術分野では公知でありかつ燃焼器１０の高温
環境に耐えることができるあらゆる好適な方法を使用して、内部壁１６、１８の外部表面
２２に対して鋳造し、溶接し、ボルト止めし又はその他の方法で取付けることができる。
例えば図２に示すような特定の実施形態では、タービュレータ２８は、内部壁１６、１８
から延びる段付き突出部３０を含むことができる。段付き突出部３０は、ウィングレット
を備えたフィンと同様に、内部壁１６、１８からの遠位端に尖端部３３を備えたほぼ矩形
の基部３２を有することができる。段付き突出部３０は、内部壁１６、１８の外部表面２
２上全体にわたって渦又は渦流を発生させることによって、熱伝達を高めることができる
。図２に示すように、タービュレータ２８又は段付き突出部３０は、内部壁１６、１８の
外部表面２２にわたり流れている加圧作動流体を導き直すような横列又は縦列のアレイと
して配置して、該加圧作動流体によって得られる冷却をさらに強化することができる。加
えて、内部壁１６、１８の外部表面２２上の所定の位置３４に、タービュレータ２８又は
段付き突出部３０のより高い集中配置を設置することができる。所定の位置３４は、一般
的に実験的測定値及び／又は数学的モデルに基づいてより高い作動温度を有する内部壁１
６、１８の外部表面２２上の領域とすることができる。このようにして、タービュレータ
２８又は段付き突出部３０によって得られる有利な冷却作用は、より高い作動温度を有す
ることが公知であるか又は予測される所定の位置３４において強化することができる。
【００２０】
　燃焼器１０はさらに、複数のタービュレータ２８の所定の位置３４にわたり、例えば加
圧作動流体の流れのような流体流れを選択的に導くための手段をさらに含む。再び図１を
参照すると、流体流れを選択的に導くための手段は、内部壁１６、１８の長手方向中心線
２４に対して約９０°に整列した終端部３８を有するスリーブ３６を含むことができる。
スリーブ３６は、内部壁１６、１８の１つ又は両方の少なくとも一部分を円周方向に囲み
かつ該内部壁１６、１８の１つ又は両方とほぼ同心である。その結果、スリーブ３６は、
内部壁１６、１８及び該スリーブ３６間にプレナム４０を形成する。スリーブ３６の終端
部３８は、内部壁１６、１８の周りに周辺部を形成しかつさらに該周辺部の少なくとも一
部分の周りにベルマウス形状４２を含む。例えば、図１に示すように、スリーブ３６の終
端部３８の周辺部は、該周辺部全体の周りに連続ベルマウス形状４２を有する。このよう
にして、スリーブ３６、終端部３８、プレナム４０及びベルマウス形状４２は、組合され
て該プレナム４０を通してかつ複数のタービュレータ２８にわたって流体流れを選択的に
導く。図１に示すように、特定の実施形態では、スリーブ３６はさらに、タービュレータ
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２８にわたる流体流れをさらに可能にするような複数のアパーチャ４４を含むことができ
るが、スリーブ３６内におけるアパーチャ４４の存在は、流体流れを導くための手段に必
要な構造ではないし或いは特許請求の範囲に具体的に記載していない限り本発明を限定す
るものでもない。
【００２１】
　図３は、本発明の別の実施形態に係る燃焼チャンバ１０のトランジションピース１８部
分の断面斜視図を示している。この実施形態では、流体流れを選択的に導くための手段は
、図１に関して前述したようなスリーブ３６、終端部３８、プレナム４０及びベルマウス
形状４２を含む。しかしながら、この特定の実施形態では、終端部３８は、内部壁１８の
長手方向中心線２４に対して約４５°に整列している。図３に示すように、終端部３８の
底面部分は、ベルマウス形状４２を有し、一方、終端部３８の上面部分は、ほぼ直線状で
ある。加えて、この特定の実施形態における流体流れを選択的に導くための手段は、スリ
ーブ３６内に少なくとも１つの細長い開口部４６を含む。スリーブ３６内の細長い開口部
４６の寸法及び位置は、流体流れの量及び位置を、従って内部壁１８の外部表面２２上の
特定のタービュレータ２８上に又は該特定のタービュレータ２８にわたって選択的に導か
れる冷却を制御するように選択することができる。例えば、細長い開口部４６は、流体流
れを選択的に導くための手段が内部壁１８及び／又はタービュレータ２８の約９０％、８
０％、７０％或いは６０％よりも少ない範囲にわたるような寸法とすることができる。加
えて、又はそれに代えて、細長い開口部４６は、図２に関して前述したようなタービュレ
ータ２８のより高い集中配置を有する並びに／或いはより高い作動温度を有することが公
知であるか又は予測される所定の位置３４に近接して設置することができる。
【００２２】
　図４は、本発明のさらに別の実施形態に係る燃焼チャンバ１０のトランジションピース
１８部分の断面斜視図を示している。この実施形態では、流体流れを選択的に導くための
手段は、図１に関して前述したようなスリーブ３６、終端部３８、プレナム４０及びベル
マウス形状４２を含む。しかしながら、この特定の実施形態では、終端部３８は、内部壁
１８の長手方向中心線２４に対して約１３５°に整列している。図４に示すように、終端
部３８の上面部分は、ベルマウス形状４２を有し、一方、終端部３８の底面部分は、ほぼ
直線状である。図３に示す実施形態の場合と同様に、この特定の実施形態における流体流
れを選択的に導くための手段はここでもまた、スリーブ３６内に少なくとも１つの細長い
開口部４６を含む。スリーブ３６内の細長い開口部４６の寸法及び位置は、流体流れの量
及び位置を、従って内部壁１８の外部表面２２上の特定のタービュレータ２８上に又は該
特定のタービュレータ２８にわたって選択的に導かれる冷却を制御するように選択するこ
とができる。例えば、細長い開口部４６は、流体流れを選択的に導くための手段が内部壁
１８及び／又はタービュレータ２８の約９０％、８０％、７０％或いは６０％よりも少な
い範囲にわたるような寸法とすることができる。加えて、又はそれに代えて、細長い開口
部４６は、図２に関して前述したようなタービュレータ２８のより高い集中配置を有する
並びに／或いはより高い作動温度を有することが公知であるか又は予測される所定の位置
３４に近接して設置することができる。
【００２３】
　図１～図４に説明しかつ図示した実施形態の各々が燃焼チャンバ２０を冷却する方法を
行なうために使用することができることは、当業者には分かるであろう。本方法は、燃焼
チャンバ２０の外部表面２２に複数のタービュレータ２８を設置するステップと、複数の
タービュレータ２８の所定の部分にわたり流体流れを選択的に導くステップとを含むこと
ができる。複数のタービュレータ２８の所定の部分は、例えば遠位端部３８のベルマウス
形状４２の付近に、細長い開口部４６の下方に、或いは内部壁１６、１８の１つ又は両方
の外部表面２２上のあらゆるその他の望ましい位置に存在させることができる。本方法は
さらに、例えば図２に示すように、燃焼チャンバ２０の外部表面２２上の所定の位置３４
に複数のタービュレータ２８を集中配置するステップを含むことができる。
【００２４】
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　本明細書は最良の形態を含む実施例を使用して、本発明を開示し、また当業者が、あら
ゆる装置又はシステムを製作しかつ使用しまたあらゆる組込み方法を実行することを含む
本発明の実施を行なうことを可能にもする。本発明の特許性がある技術的範囲は、特許請
求の範囲により定めており、また当業者が想到するその他の実施例を含むことができる。
そのようなその他の実施例は、それらが特許請求の範囲の文言と相違しない構造的要素を
含むか又はそれらが特許請求の範囲の文言と本質的でない相違を有する均等な構造的要素
を含む場合には、特許請求の範囲の技術的範囲内に属する。
【符号の説明】
【００２５】
１０　燃焼器
１２　ノズル
１４　端部キャップ
１６　ライナ
１８　トランジションピース
２０　燃焼チャンバ
２２　外部表面
２４　長手方向中心線
２６　シール
２８　タービュレータ
３０　段付き突出部
３２　矩形基部
３３　遠位尖端部
３４　所定の位置
３６　スリーブ
３８　終端部
４０　プレナム
４２　ベルマウス形状
４４　アパーチャ
４６　細長い開口部
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